
仕  様  書 
 
１．予定数量の異動 

発注者の都合により契約物件の予定数量に異動が生じても、受注者は異議を申し立てないも

のとする。 
 
２．納品確認 

受注者は発注者に契約物件を納入するときは、品目及び数量のほか、車両に給油する場合は

登録番号を記載した給油納品書（以下「納品伝票」という。）を発注者に交付するものとする。 
また、発注者は、交付された納品伝票と品目及び数量を確認のうえ署名又は記名押印し、受

注者にその受領書を交付するものとする。 
前項の受領をもって、所有権は発注者に移転するものとする。 
ただし、納品伝票の記載事項中、数量を訂正したもの及び発注者の署名又は記名押印のない

ものは無効とする。 
 
３．請求 

この請求は契約期間中、月 1 回を超えることはできない。 
 
４．予定数量増に伴う変更契約 

契約期間満了の日以前に、発注者の検査に合格し所有権の移転した数量が、頭書の予定数量

の 10％を超える場合は、協議のうえ変更契約するものとする。 
 
５．契約単価の変動による変更契約 

その月の最終週の一般小売価格・給油所石油製品・週次調査（以下「週次調査」という。）の

価格が契約時または直近の変更契約時の週次調査の価格に対して 3.0 円以上変動した場合は、

協議のうえ、契約単価を変更することができるものとする。 
 
６．給油時に行う車両の簡易な点検及び整備 

受注者は発注者より、以下の簡易な点検等を依頼された場合は点検等を行うものとする。 
また、点検の結果は発注者へ報告し、異常がみられる場合には別途整備料金が発生しない範

囲内で整備等を行うものとする。 
(1)タイヤ（摩耗・傷・亀裂・空気圧 等） 
(2)バッテリー（液量 等） 
(3)エンジンオイル（油量・汚れ 等） 
(4)ブレーキ液（油量・汚れ 等） 
(5)ラジエター（液量 等） 
(6)ウォッシャー液（液量 等） 
(7)ワイパーブレード（亀裂・損傷 等） 



 
７．環境負荷低減への取組 

受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関 係法令を遵守するとともに、新たな環境負

荷を与えることにならないよう、 生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、

機械の適切な 整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や

燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等

に努めるものとする。 
 


